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〇 市川市総合教育会議の運営に関する要綱 ※抜粋 

２ 協議及び調整を行う事項 

⑴市川市総合教育会議において協議及び調整を行う事項は、法第１条の４第１項に定めるとおりとし、例示するとおおむね次に掲げるとおりである。 

① 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下「大綱」という。）の策定等 

② 翌年度の教育行政運営方針に係る重点施策 

 
31 平成30年度第3回市川市総合教育会議 

資料２ 

これまでの点検評価を踏まえ、さらに取り組むべき施策 

① 生涯学習機会の充実 

② 多様なニーズに対応する教育の推進（特別支援教育など） 

③ 教職員の負担軽減 

④ 情報教育の推進 
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第３期市川市教育振興基本計画の策定 

 

（１）“自分らしく輝くための学び”の機会の充実 

（２）学校卒業後における障がい者の学びの支援 

（３）地域とともにある学校づくりの推進 

（４）道徳教育の充実（命を大切にする教育の推進） 

（５）特別支援教育の推進 

（６）教育的支援が必要な子どもへの対応 

（７）教育のＩＣＴ環境整備 

（８）教職員のＩＣＴ活用指導力の向上 

（９）放課後の子どもの居場所づくりの推進 
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⑤ 第３期教育振興基本計画の閣議決定 

（平成 30 年 6 月 15 日） 

⑥ 市川市教育振興大綱の策定 

⑦ 新・放課後子ども総合プランの策定 

（平成 30 年９月 14 日） 
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